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規規 則則

栄養士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第48号

栄養士法施行細則の一部を改正する規則

栄養士法施行細則（昭和42年宮崎県規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記様式第２号から別記様式第５号までを次のように改める。

改正後改正前

（名簿の訂正）

第４条 政令第３条第１項の規定により栄養士名簿の訂正の申請を

しようとするときは、栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請

書（別記様式第３号）を提出しなければならない。

（免許証の書換えの交付）

第６条 政令第５条第１項の規定により栄養士免許証の書換え交付

の申請をしようとするときは、栄養士名簿訂正及び免許証書換え

交付申請書（別記様式第３号）を提出しなければならない。

（名簿の訂正）

第４条 政令第３条第１項の規定により栄養士名簿の訂正の申請を

しようとするときは、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請書

（別記様式第３号）を提出しなければならない。

（免許証の書換えの交付）

第６条 政令第５条第１項の規定により栄養士免許証の書換え交付

の申請をしようとするときは、栄養士名簿訂正・免許証書換え交

付申請書（別記様式第３号）を提出しなければならない。
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附 則

この規則は、平成23年12月１日から施行する。

告告 示示

宮崎県告示第 929号

地方税法（昭和25年法律第 226号）第 396条第３項に規定する職員の身分を証明する証票の様式を次のとおり定める。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

（裏）

9.1㎝
5
.5
㎝

（表）
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宮崎県告示第 930号

障害者自立支援法（平成17年法律第 123号）第64条の規定により

、精神通院医療を行う指定自立支援医療機関の名称の変更について

次のとおり届出があった。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 931号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林予定森林の所在場所 串間市大字大平字立河内

４－２

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び南那珂農林振興局並びに串間市役所に備え置い

て縦覧に供する。）

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

都城ショッピングセンター

都城市千町4351－２ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社トーア 代表取締役 渡瀬登

都城市早水町4500番地

３ 変更した事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）イオン九州株式会社 代表取締役 岡澤正章

福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号

マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 築城政

雄

福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目13番21号

株式会社しまむら 代表取締役 野中正人

埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目19番４号

九州コンビニエンスシステムズ株式会社 代表取締

役 岩崎修

熊本県熊本市流通団地二丁目11番地

青山商事株式会社 代表取締役 青山理

広島県福山市王子町一丁目３番５号

有限会社サン・プランニング 代表取締役 吉原浩

都城市山田町大字山田2197番地３

（変更後）イオン九州株式会社 代表取締役 岡澤正章

福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目９番11号

マックスバリュ九州株式会社 代表取締役 柴田英

二

福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目13番21号

株式会社しまむら 代表取締役 野中正人

埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目19番４号

株式会社ココストアウエスト 代表取締役 富田晋

熊本県熊本市流通団地二丁目11番地

青山商事株式会社 代表取締役 青山理

広島県福山市王子町一丁目３番５号

有限会社サン・プランニング 代表取締役 吉原浩

都城市山田町大字山田2197番地３

４ 変更の年月日

茨 平成22年５月８日（マックスバリュ九州株式会社代表者変更

）

芋 平成21年８月27日（株式会社ココストアウエスト会社名変更

及び代表者変更）

５ 変更した理由

小売業者の代表者及び名称変更のため

６ 届出年月日

平成23年10月31日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年11月14日から平成24年３月14日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成23年11月14日から平成24年３月14日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

平成 23年 11月 14日（月曜日） 第 2337号
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変 更
年月日

名称
所在地名 称

変更後変更前

平成23年
10月１日

そうごう薬
局亀崎店

大崎薬局日向市大崎薬局

公公 告告
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大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

都城ショッピングセンター

都城市千町4351－２ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社トーア 代表取締役 渡瀬登

都城市早水町4500番地

３ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の位置及び収容台数

（変更前）敷地内駐車場 469台

（変更後）敷地内駐車場 471台

② 荷さばき施設の位置及び面積

（変更前）建物Ａ棟西側（謂１） 322．0㎡

建物Ｂ棟南側（謂２） 225．0㎡

建物Ｃ棟北側（謂３） 108．0㎡

建物Ｃ棟南側（謂４） 114．0㎡

建物Ｅ棟北側（謂５） 32．0㎡

建物Ｅ棟南側（謂６） 32．0㎡

合計 833．0㎡

（変更後）建物Ａ棟西側（謂１） 322．0㎡

建物Ｂ棟南側（謂２） 225．0㎡

建物Ｃ棟北側（謂３） 108．0㎡

建物Ｃ棟南側（謂４） 114．0㎡

建物Ｅ棟北側（謂５） 32．0㎡

建物Ｅ棟南側（謂６） 32．0㎡

建物Ｂ棟北西側（謂７） 31．5㎡

合計 864．5㎡

芋 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

（変更前）荷さばき施設（謂１） 午前６時30分～午後10時

荷さばき施設（謂２） 午前６時～午後10時

荷さばき施設（謂３） 午前９時～午後８時

荷さばき施設（謂４） 午前９時～午後８時

荷さばき施設（謂５） 午前９時～午後10時

荷さばき施設（謂６） 午前９時～午後10時

（変更後）荷さばき施設（謂１） 午前６時30分～午後10時

荷さばき施設（謂２） 24時間

荷さばき施設（謂３） 午前９時～午後８時

荷さばき施設（謂４） 午前９時～午後８時

荷さばき施設（謂５） 午前９時～午後10時

荷さばき施設（謂６） 午前９時～午後10時

荷さばき施設（謂７） 午後10時～午前９時

４ 変更する年月日

茨 平成24年７月１日（荷さばき施設の位置及び面積）

芋 平成23年11月１日（荷さばき施設謂２において荷さばきを行

うことができる時間帯）

５ 変更する理由

営業施策のため

６ 届出年月日

平成23年10月31日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年11月14日から平成24年３月14日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成23年11月14日から平成24年３月14日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

クラスター高鍋

児湯郡高鍋町大字北高鍋1366－６ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

大森製材株式会社 代表取締役 大森ヒロ

児湯郡高鍋町大字北高鍋1404番地

３ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の位置及び収容台数

（変更前）建物南側駐車場（謂１） 101台

建物敷地西側駐車場（謂２） 20台

合計 121台

（変更後）建物南側駐車場（謂１） 101台

② 荷さばき施設の位置及び面積

（変更前）東側建物北側（謂１） 30．0㎡

西側建物北側（謂２） 24．0㎡

合計 54．0㎡

（変更後）東側建物北側（謂１） 30．0㎡

西側建物北側（謂２） 24．0㎡

東側建物南側（謂３） 31．5㎡

平成 23年 11月 14日（月曜日） 第 2337号

害 8害
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合計 85．5㎡

芋 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）建物南側駐車場 24時間

建物敷地西側駐車場 午前９時～午後９時

（変更後）建物南側駐車場 24時間

② 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）建物敷地南側及び東側２箇所（出入口２箇所）

建物敷地西側駐車場東側１箇所（出入口１箇所

）

合計 ３箇所

（変更後）建物敷地南側及び東側２箇所（出入口２箇所）

③ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

（変更前）荷さばき施設（謂１） 午前６時～午後10時

荷さばき施設（謂２） 午前６時～午後６時

（変更後）荷さばき施設（謂１） 午前６時～午後10時

荷さばき施設（謂２） 午前６時～午後６時

荷さばき施設（謂３） 午前６時～午前９時

４ 変更する年月日

平成24年７月１日

５ 変更する理由

営業施策のため

６ 届出年月日

平成23年10月31日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年11月14日から平成24年３月14日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商業支援課

芋 期間

平成23年11月14日から平成24年３月14日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第10条第１項の規定により、西都市が行う土地改良事

業（南方地区、ため池等整備事業）の施行に同意した。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

落札者等の公告

随意契約の相手方を決定したので、次のとおり公示する。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量

宮崎県電子調達システム（物品）構築業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県総務部総務事務センター物品担当 宮崎市橘通東２丁目

10番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日

平成23年９月８日

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所

富士通株式会社宮崎支店 宮崎市錦町１番10号（宮崎グリーン

スフィア壱番街）

５ 随意契約に係る契約金額

25，200，000円

６ 随意契約によった理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成７年政令第 372号）第10条第１項第１号に基づく随意

契約

落札者等の公告

総合評価一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり

公示する。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 落札に係る調達件名及び数量

宮崎県財務総合システムの構築等に係る業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県総務部財政課財政企画担当 宮崎市橘通東２丁目10番１

号

３ 落札者を決定した日

平成23年10月24日

４ 落札者の氏名及び住所

富士通株式会社

川崎市中原区上小田中４丁目１番１号

５ 落札金額

109，838，610円

６ 総合評価一般競争入札の公告を行った日

平成23年９月５日

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する

。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 落札に係る調達件名及び数量

四輪用運転シミュレータ一式の賃貸借

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県警察本部警務部会計課用度係 宮崎市旭１丁目８番28号

３ 落札者を決定した日

平成23年10月27日

４ 落札者の氏名及び住所

日立キャピタル株式会社 南九州支店

鹿児島市鴨池新町６－６

５ 落札金額

16，619，400円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成23年９月15日

平成 23年 11月 14日（月曜日） 第 2337号
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落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する。

平成23年11月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 落札に係る調達件名及び数量

本部庁舎ＬＡＮ用機器一式の賃貸借

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県警察本部警務部会計課用度係 宮崎市旭１丁目８番28号

３ 落札者を決定した日

平成23年11月１日

４ 落札者の氏名及び住所

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 九州支社

福岡市博多区御供所町１番１号

５ 落札金額

39，204，900円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成23年９月22日

宮崎県公安委員会公告第19号

警備業法（昭和47年法律第 117号。以下「法」という。）第42条

第２項に規定する機械警備業務管理者講習（以下「講習」という。

）を次のとおり実施する。

平成23年11月14日

宮崎県公安委員会委員長 佐 藤 勇 夫

１ 講習の実施日及び定員

２ 講習の場所

宮崎市学園木花台西２丁目４番地３

宮崎県技能検定センター（旧名称宮崎地域職業訓練センター）

電話0985－58－1570

３ 講習の実施要領

茨 講習は、宮崎県警備業協会に委託して実施する。

芋 講習の最後に、修了考査（５枝択一式40問、 100分）を実施

し、80パーセント以上の成績者を合格者とし、合格者に講習修

了証明書を交付する。修了考査不合格者に対する再考査は行わ

ない。

４ 受講申込書の提出方法等

茨 提出先

住所地又は警備員である者は属する営業所の所在地を管轄す

る警察署

芋 提出期間及び時間

鰯 提出方法

提出は、申込者本人によることを原則とするが、申込者が警

備員であって、その属する営業所の従業員に委任状を託しての

代理申込みについては認める。郵送による申込みは認めない。

允 提出書類

受講申込書（受講申込者の写真（申請前６月以内に撮影した

縦 3．0センチメートル、横 2．4センチメートルの大きさの正面

、無帽、上三分身像、無背景のもの）を貼り付けたもの）１通

５ 手数料

４の受講申込の際、38，000円に相当する額の宮崎県証紙を納入

すること。

手数料は、受講辞退その他いかなる場合にも返還しない。

６ その他

茨 受講申込みの受付が終了後、その旨、社団法人宮崎県警備業

協会（電話代表0985－28－0518）に連絡すること。

芋 この講習の実施に際して収集する個人情報は、この講習に関

する目的以外には使用しない。

鰯 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話代表0985－31－0110）に行うこと。

平成23年10月３日付け県公報（第2325号）中

平成 23年 11月 14日（月曜日） 第 2337号
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公安委員会公公安委員会公告告

定員講 習 の 実 施 日講 習 種 別

15人平成24年１月16日俄から１月

19日牙まで

機械警備業務管理者講習

提 出 日 時講 習 種 別

平成23年12月５日俄から12月14日我

まで（土、日曜を除く。）の午前９

時から午後５時まで

機械警備業務管理者講習

正正 誤誤

正誤行ページ
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